
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
四
年
五
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

八

一

号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
令
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
令
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
は
、
三
月
二
十
九
日
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
が
成
立
し
た
の
を
受
け
、
五
月
十
日
、
施
行
令
案
を
発
表
し
、

都
市
再
生
事
業
の
中
身
を
よ
り
幅
広
く
、
具
体
的
に
示
し
た
。
中
に
は
「
都
市
再
生
」
の
名
を
借
り
な
が
ら
、
実
際
は
従
来
型

の
ハ
コ
モ
ノ
事
業
で
し
か
な
く
、
施
行
令
に
入
れ
る
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
事
業
が
含
ま
れ
る
の
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。

�

都
市
再
生
の
対
象
事
業
と
な
る
「
公
共
施
設
」
と
し
て
、
法
律
で
は
「
道
路
、
公
園
、
広
場
」
だ
け
が
例
示
し
て
あ
っ
た

が
、
わ
ず
か
一
ヶ
月
後
の
施
行
令
案
で
「
下
水
道
、
緑
地
、
河
川
、
運
河
、
水
路
、
防
水
、
砂
防
、
防
潮
」
が
加
わ
っ
た
。

こ
れ
ら
を
あ
ら
か
じ
め
法
案
に
明
示
し
、
国
会
審
議
に
か
け
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
ま
た
、
法
律
に
書
き
入
れ
た
も
の

と
、
施
行
令
に
落
と
し
た
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
差
が
あ
る
か
分
か
り
や
す
く
述
べ
よ
。

�

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
対
す
る
無
利
子
貸
付
け
の
対
象
事
業
と
し
て
、
施
行
令
案
で
は
、
道
路
や
都
市
公
園
や
下
水

道
な
ど
の
新
築
や
改
築
の
他
、
河
川
工
事
、
砂
防
工
事
、
地
す
べ
り
工
事
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
が
提
案
さ
れ
て
い
る

が
、
客
観
的
に
考
え
て
、
河
川
、
砂
防
、
地
す
べ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
に
つ
い
て
は
、
都
市
再
生
事
業
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
考
え
る
。

（
�
）

同
対
象
事
業
の
施
行
令
案
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
河
川
工
事
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
「
河
川
工
事
」
が
含
ま

一



れ
て
い
る
合
理
的
な
理
由
は
何
か
。

（
�
）

同
対
象
事
業
の
施
行
令
案
に
、
砂
防
工
事
が
含
ま
れ
て
い
る
合
理
的
な
理
由
は
何
か
。
砂
防
工
事
が
必
要
な
場
所

に
、
都
市
を
再
生
す
る
こ
と
は
危
機
で
は
な
い
か
。
そ
の
逆
で
、
土
砂
災
害
が
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
に
住
居
や
建
物

を
建
て
な
い
た
め
の
誘
導
策
が
国
家
と
し
て
必
要
で
は
な
い
か
。

（
�
）

同
対
象
事
業
の
施
行
令
案
に
、
地
す
べ
り
工
事
が
含
ま
れ
て
い
る
合
理
的
な
理
由
は
何
か
。
地
す
べ
り
の
危
険
性

が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
都
市
を
再
生
す
る
こ
と
は
危
機
で
は
な
い
か
。
そ
の
逆
で
、
地
す
べ
り
災
害
が
予
測
で
き
る
と

こ
ろ
に
住
居
や
建
物
を
建
て
な
い
た
め
の
誘
導
策
が
国
家
と
し
て
必
要
で
は
な
い
か
。

（
�
）

同
対
象
事
業
の
施
行
令
案
に
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
が
含
ま
れ
て
い
る
合
理
的
な
理
由
は
何
か
。
急
傾
斜
地

崩
壊
防
止
工
事
が
必
要
な
と
こ
ろ
に
、
都
市
を
再
生
す
る
こ
と
は
危
機
で
は
な
い
か
。
そ
の
逆
で
、
急
傾
斜
地
崩
壊

災
害
が
予
測
で
き
る
と
こ
ろ
に
住
居
や
建
物
を
建
て
な
い
た
め
の
誘
導
策
が
国
家
と
し
て
必
要
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


